






















高額療養費 限度額適用認定証について

限度額適用認定証とは？
月単位（暦月）での医療費が負担限度額を超えた場合、保険者に申請を行うことで発行される
「限度額適用認定証」を病院に提示すると限度額を超えた分の医療費の負担が軽減されます。
※差額ベット代など保険外負担分・食事代等は別途費用がかかります。

《70歳未満の方》
負担限度額の詳細は以下の通りです。（金額は月単位です）

限度額適用認定証 申請の流れ

「限度額適用認定証」は申請してから約１週間で発行されます。

※月をさかのぼっての申請はできませんので、当月中に申請をお願いします。
※限度額適用認定証がご自宅等に届きましたら、早めのご提示をお願いします。

《70歳以上の方》

≪申請手続きについて≫
「限度額適用認定証」は、本人が加入している保険者に直接申請してください。
申請場所： ■国民健康保険加入者 → 各市町村

■後期高齢者医療保険加入者 → 各市町村
■社会保険（協会けんぽ）加入者 → 全国健康保険協会 都道府県支部
■組合保険・共済保険加入者 → 各保険組合

病院 保険者

③提示
①保険者指定の用紙に

記入、申請

②発行
患者さん

被保険者の所得区分 自己負担限度額

現役並みⅢ（課税所得690万円以上の方） 252,600円＋（総医療費－842,000円）×１％

現役並みⅡ（課税所得380万円以上の方） 167,400円＋（総医療費－558,000円）×１％

現役並みⅠ（課税所得145万円以上の方） 80,100円＋（総医療費－267,000円）×１％

一般（課税所得145万円未満の方） 57,600円

低所得Ⅱ（住民税非課税世帯の方） 24,600円

低所得Ⅰ（住民税非課税世帯でさらに世帯
所得が一定基準以下の方）

15,000円

被保険者の所得区分 自己負担限度額

区分ア（標準報酬月額83万円以上の方） 252,600円＋（総医療費－842,000円）×１％

区分イ（標準報酬月額53万～79万円の方） 167,400円＋（総医療費－558,000円）×１％

区分ウ（標準報酬月額28万～50万円の方） 80,100円＋（総医療費－267,000円）×１％

区分エ（標準報酬月額26万円以下の方） 57,600円

区分オ（市町村民税非課税世帯の方） 35,400円
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